
介護認定の区分（18年4月から変わりました）
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■介護保険制度の流れ
高　　　　齢　　　　者

自立して生活できる方な
どすべての高齢者の方

介護予防サービス（地域支援事業） 介護予防サービス（新予防給付） 介護サービス

介護予防ケアプランの作成（介護予防ケアマネジメント）
【介護予防サービスの流れ】
①利用者の心身や生活状態についてアセスメント（事前評価）を実施
②保健師を中心に利用者と話し合いながら介護予防ケアプランを立案
③介護予防ケアプランにもとづき事業者提供のサービスを利用
④3～6カ月ごとのサービス効果を確認しつつサービス内容を再検討

介護や支援が必要になるおそれのある方
↓

地域包括支援センターで保健師を中心に
簡易な介護予防ケアプランを作成。これに
もとづいて、市の行う介護予防サービス（地
域支援事業）が利用できることになります。

「要支援1」「要支援2」と認定された方
↓

地域包括支援センターで介護予防
ケアプランを作成。利用者は、これ
にもとづいて介護保険の「介護予防
サービス」を利用することになります。

ケアプランの作成
（ケアマネジメント）
居宅介護支援事業者のケア

マネジャーが、利用者の希望
や状態に見合うケアプランを作
成します。利用者は、これにも
とづいて介護サービス事業者
の提供する「介護サービス」を
利用することになります。

施設入所の場合
介護保険施設に入所する場
合は、その施設内でケアプラ
ンを立てることになります。

支援が必要とされる方 介護が必要とされる方介護や支援が必要になる
おそれのある方

生活機能の低下を早期に把握します
生活機能が低下していて、介護の必要となるおそれ
のある高齢者を、さまざまな方法により早期に把握し
ます。
①基本健康診査の受診結果
②主治医や民生委員など関係機関との連絡
③保健師の訪問活動
④要介護認定での「非該当者」
⑤本人あるいは家族からの直接相談

地域包括支援センター
地域包括支援センターでは、生活機能の低下してい
る高齢者の健診結果を確認したり、日常生活での問題
点などを把握したりして「介護予防サービス（地域支
援事業）」の対象者を選定します。
保健師や主任ケアマネジャー、社会福祉士など専門
性の高い職員がこれらの業務に当たります。
市では、市内に4つの地域包括支援センター（2つの
分室）を設置することにしています。
①豊岡地域包括支援センター
②城崎・竹野地域包括支援センター（分室含む）
③日高地域包括支援センター
④出石・但東地域包括支援センター（分室含む）

（※漓滷は開設済、澆④は6月開設予定）

要介護認定の申請
介護や支援が必要になった時は、市の介護保険窓
口で要介護認定の申請を行います。

40～64歳の方は、加齢に伴う特定疾病により
「介護が必要」と判定された方は介護サービス
を利用できましたが、新たに「末期がん患者」
の方も対象となりました。

介護予防サービスの対象となる
可能性のある方（地域支援事業）
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40～64歳の�
方の保険料�
31％�
�

　  公費�
（国、県、市�
の負担金）�
50％�
�6565歳以上の歳以上の�

方の保険料方の保険料�
1919％�

�

65歳以上の�
方の保険料�

19％�
�

介護サービス費用の�
うち利用者負担部分�
（費用の1割相当分）�

■介護保険の財源�

＋�

介護や支援が必要な高齢者の方今は特に介護を必要としない高齢者の方

介護認定審査会
認定調査 ＋　 主治医意見書 ＝　 認定結果

（どれくらいの介護が必要か
審査・判定を行います）


